
 

 

 

           

  

  ＜入所＞ 

１８歳以上の常時介護を必要とする障害者の方（原則、身体障害者手帳所有者）で、

お住まいの市町村役場より交付されます障害福祉サービス受給者の障害程度区分が、

５０歳未満の方は区分４以上、５０歳以上の方は区分３以上の方が対象となります。 

   ※通所のご希望の方は、別紙の通所用パンフレットをご参照ください。 

 

 

    利用申し込みについては、当施設のサービス管理責任者またはお住まいの市町村役

場にご相談ください。また施設の内容や見学希望等につきましては、施設直接お問い

合わせください。 

 

 

 

① 特別養護老人ホーム 菰野聖十字の家 

〒510－1232 三重郡菰野町宿野１4３３－６９   TEL（０５９）３９４－２５１１ 

② 老人保健施設 聖十字ハイツ 

〒510－1232 三重郡菰野町宿野１６４１－１０  TEL（０５９）３９４－５８８０ 

③ 菰野聖十字の家診療所（内科） 

〒510－1232 三重郡菰野町宿野１４３３－６７  TEL（０５９）３９４－２５１１  

④ ケアハウス 白百合ハイツ 

〒510－1232 三重郡菰野町宿野１４３３－６７   TEL（０５９）３９４－５８００ 

 

 

 

ホームページに、施設の紹介・サービス

についての詳しい説明・その他いろいろ

な情報が紹介されています。 

インターネットをご利用の方は、 

鈴 鹿 聖 十 字 会 ホ ー ム ペ ー ジ 

http://www.suzukaseijujikai.jp/                                  

をご参照ください。 

 

社会福祉法人 鈴鹿聖十字会 

〒510-1232 

三重郡菰野町宿野 1433-69 

TEL（059）394-2511 

FAX（059）394-0081 

                   

                     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    《 障害者支援施設 菰野聖十字の家 》 

   定 員：施設入所支援事業 ６０名  生活介護事業 ７５名 

       ※生活介護事業７５名のうち１５名は通所利用者 

         

   所在地：〒５１０－１２３２  

三重郡菰野町宿野１４３３－６９ 

                TEL（０５９）３９４－２５１１ 

                FAX（０５９）３９４－００８１ 

 

菰野聖十字の家では「利用者の方々に有利なサービスを提供する」ということ

を目標に、利用者が必要な医療・福祉サービスを利用できる体制を総合的に整

え、常に人間性に満ちたサービスを実施することを心がけます。 

そして四季折々の自然の恵みの中で常に利用者のやすらぎを求めていきます。 

http://www.suzukaseijujikai.jp/�


 

《ショートステイ利用サービスについて（短期入居）》 

・当施設では、居宅で家族等により常時介護を受けている方が

その家族や家庭の事情により一時的に介護を受けられなく

なったとき、短期間（１週間程度）施設をご利用いただく「シ

ョートステイサービス」を実施しています。 

・ショートステイでは、施設内のショートステイ専用のベッド

をご利用いただき、《施設サービスについて》に準じて各種

サービスを提供させていただきます。 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 

 

《施設サービスについて（長期入居）》 

・当施設においては、チーム実践を実施しています。（１チームに利用

者１２～１３名を１グループとして、看護・介護スタッフ６～７名が

独立したチームを構成し、サービスの立案・提供にあたります。） 

・利用者の方々に安心して生活していただくために各チームに看護師・

介護職員を配置し、利用者の方一人ひとりのニーズに沿った個別支援

計画書を作成し、自立支援に向けての専門的なサービスを提供させて

いただきます。 

季節の食材を取り入れながら個人の好みに配慮した食事を提供させて

いただきます。 

また食事をおいしく食べていただけるよう一人ひとりの疾病や障害状

況に合わせた食事の形を検討し、満足いただける援助を実施します 

 

それぞれの方に適した入

浴機器を利用し安全・快

適に入浴していただける

ようにいたします。援助

の際は、プライバシーに

十分配慮しています。 

（現在、入浴は週に２回

実施しています。） 

 

自立支援を基本とした満足していただけるサー

ビスを目指し、ひとりひとりが抱えている課題に

沿った排泄介助・訓練を実施していきます。 

各チームの看護師が日常生活に必要

な医療サービスを提供させていただ

きます。 

必要に応じて、併設の診療所の医師

（内科・歯科・精神科）の診察を受け

ていただくことができます。 

より充実した生活を送って

いただくために、レクリエー

ションや各種クラブ活動（陶

芸・生け花・音楽・組みひも・

編み物・聖歌など）を実施し

ています。 

またそれぞれ状態別にグル

ープ活動なども実施してい

ます。 

理学療法士を中心により

意欲的な生活を送ってい

ただけるようリハビリテ

ーションを個別に実施し

ます。また身体機能だけ

でなく、生活リハビリテ

ーション・心理社会的リ

ハビリテーション・各種

相談も実施しておりま

す。 

清拭・衣類交換・寝具交換・居室

清掃・外出・買い物代行・その他

各種相談等、必要に応じサービス

を提供させていただきます。 

また施設内には売店も設置してお

ります。 

詳しくは施設担当職員に。おたず

ねください。 
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